
修 繕 仕 様 書 

 

この仕様書は、市川市（以下「発注者」という。）が発注する下記の修繕に関して、受注者が当

該修繕を履行するために必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 件  名  原木第二排水機場 No.1 排水モーターポンプベアリング交換修繕 

 

３ 修繕目的  原木第二排水機場に設置してある No.1 排水モーターポンプについて、ベアリン

グの摩耗による機能不全が確認されるため、修繕を行うもの。 

 

３ 修繕場所  市川市原木３丁目１０番１４号 原木第二排水機場 

 

４ 修繕期間  令和８年７月１日 ～ 令和９年３月３１日 

         

５ 修繕時間  午前９時 ～ 午後５時 

        工程上やむを得ない場合は、発注者と協議すること。 

 

６ 修繕内容  ・モーターポンプの転がり軸受を交換する。 

         ※１ 排水機場内のクレーンは使用不可 

         ※２ ベアリング詳細・平面図等は別図１～６を参照のこと 

 

７ 提出書類   ・着手届               １部 

         ・業務責任者通知書          １部 

         ・施工計画書             ２部 

・完成図書              １部 

・写真帳（施工前・施工中・施工後）  １部 

・産廃処分におけるマニフェスト等   １部 

・完了届               １部 

 

８ その他  

（１） 発注者は、受注者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を

受注者に求めることができる。 

（２） 電力会社等の関係機関への申請手続き及び届出等を行うこと。なお、これにかかる費用は受

注者が負担するものとする。 

（３） 発注者が外部専任をしている電気主任技術者と事前協議し、試験・検査等の必要な立会いを

要請すること。なお、これにかかる費用は受注者が負担するものとする。 

（４） 本排水機場は降雨時に排水機能が重要となる施設であるため、降雨が予想される場合又は当

日雨天の場合は原則として停電作業を延期すること。延期の判断については発注者と協議の

うえ決定するものとする。 

（５） 修繕に伴う撤去品及び発生部材については、適切に処分を行うこと。 

（６） 受注者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに発注者及び所轄警察署その他

関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。 



（７） 受注者は、この業務の履行に当たり、発注者又は第三者に損害を及ぼした場合は、発注者の

責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。 

（８） 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用

してはならない。契約終了後も同様とする。 

（９） 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。 

（10） この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、発注者と受注者がその都度協議の 

上、決定するものとする。 



 

案内図 ・ 配置図 

 

◇案内図（原木第二排水機場 市川市原木３丁目１０番１４号） 

 

 

 

 

◇配置図 
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